
 
国鉄改革完遂！ 
当たり前の労働運動

を前進させよう！ 
ＪＲ東海労に 

結集しよう！ 

 

Ｊ Ｒ 
東海労 

 

静岡県リニア工事差止訴訟 

第６回口頭弁論 
 ６月３日、地本は静岡県リニア工事差止訴訟第６回口頭弁論の傍聴券獲得と報告

集会に参加し、傍聴券獲得に原告団やサポーターなど約 45 名が集まりました。 

 法廷では原告の一

人である菊川地区の

原告の方の意見陳述

が行われ、閉廷後、進

行協議が行われまし

た。 

 意見陳述では、「菊

川地区には大きな河

川が無いため、溜池を

他の地域よりも多く

作り農業を行なって

いた」「大井川の水を

引くことになり溜池

の数も減り、溜池は埋め立てられてきている」「溜池は天候により水が不足してしま

うことが多々あった」「大井川農業用水が通ったことにより、現在は天候に左右され

ず安定的に水が供給されている」「生きていくうえで『安心』というのは大きな財産

である」と、リニア建設による大井川の水枯れをさせないように訴えました。 

 報告集会では、国土交通大臣と環境大臣に質問状を渡してきたことが報告されま

した。国土交通大臣には、静岡県が問題視していることを主体として質問していま

す。環境大臣には、国連決議において「安全で健康的な環境を人権と認める決議」

で日本が棄権したことに対しての見解を求めるなどの質問をしています。また、国

土交通省はＪＲ東海に対し、超高圧大量湧水などに対する説明をしなさいというス

タンスである。と報告されました。 

 進行協議では、裁判所から「専門家の尋問は行わないのか」との質問があり、「出

していく」と答えてきたことが報告されました。 

 

次回第７回口頭弁論 ９月９日 14：30 

第８回口頭弁論 11 月 25 日 


